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Ⅶ 施策推進のための行政体制の充実 

平 成 ２７ 年 度 の 事 業 概 要 平 成 ２６ 年 度 の 実 績 
実 績

評 価

 

１ 消費者意見の反映（経済労働局） 

  川崎市消費者行政推進委員会 

消費者行政推進委員会は市民の代表で構成さ

れ、消費者行政推進計画の策定、苦情の処理・あ

っせん・調停、訴訟の援助、消費者支援協定の施

策について審議する。 

委員の構成（９名） 

学識経験者  ４名 

消 費 者  ３名 

事 業 者  ２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  消費生活モニター 

消費生活モニターを公募し、消費生活に関する

意見・提案、くらしの中の情報を聴取するととも

に、アンケート調査、各種の研修会等を実施し、

消費生活における各種知識の普及・啓発及び消費

者リーダーの育成に努める。 

定員   ７０名以内  

任期     約１年  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 消費者意見の反映 

  川崎市消費者行政推進委員会 

第１回 ６月３０日（月） 

【議 題】 

・平成２５年度消費生活相談年報について 

・平成２６年度消費者行政事業概要について 

・市町村自主財源化プログラムについて 

・消費者行政センターの移転について 

第２回 １０月２４日（金） 

【議 題】 

・市町村自主財源化プログラムについて 

・消費者行政センター移転後の相談状況について 

・平成２６年第３回市議会定例会の報告 

第３回 平成２７年１月１５日（木） 

【議 題】 

・平成２６年度上半期消費生活相談統計について

第４回 ３月２３日（月） 

【議 題】 

・平成２７年度予算について 

・平成２７年度の事業概要について 

・平成２６年度苦情処理部会の報告 

 

  消費生活モニター 

平成２６年度消費生活モニター  ６４名 

・研修会・講演会 

委嘱式・研修会 ４月２５日（金） 

消費者行政センターの業務について 他 

講座「悪質商法に気をつけよう 

～最近の相談事例から～」  

第１回意見交換会 ７月１０日（木） 

「私たちのくらしのすべては世界につなが

っている～商品の一生を知ろう～」 

第２回意見交換会 １１月１１日（火） 

「近年の食中毒事例からみた家庭での予防

法について」 

 終了式・研修会 ３月１３日（金） 

  モニター活動報告 他 

  講座「落語で学ぶ悪質商法」 

・モニター通信     提出数 ６１通 

・モニターアンケート       ３回 
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Ⅶ 施策推進のための行政体制の充実 

平 成 ２７ 年 度 の 事 業 概 要 平 成 ２６ 年 度 の 実 績 
実 績

評 価

 

  川崎市食の安全確保対策懇談会 

食の安全に関する課題等に対し、専門知識の導

入、市政に対する市民意見の反映等を目的として、

川崎市の食の安全確保施策の充実に向けて意見を

聴取する。 

 委員の構成（１０名） 

学識経験者  ２名 

消 費 者  ４名 

事 業 者  ４名 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市長への申出 

   消費者条例に定める市の措置がとられていない

ときや、同条例に違反する事業活動について、広

く市民の消費生活に支障が生じるおそれがある

と認めるときは、市民が、市長に条例で定めてい

る措置をとるよう申し出ることにより、消費生活

上の支障の拡大を防止する。 

 

２ 消費者行政の円滑な推進（経済労働局） 

   庁内関係局との連携 

   消費者行政は広範囲に及ぶため、市全体で横断

的な取組みが必要となる。消費者行政連絡調整会

議、食の安全対策懇談会幹事会、多重債務関係連

絡会議など開催し、庁内関係局と消費者行政を円

滑に推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  川崎市食の安全確保対策協議会 

第１回 ７月１４日（月） 

【議 題】 

・第３期川崎市食育推進計画の策定について 

・川崎市食品衛生監視指導計画について 

第２回 １１月１７日（月） 

【議 題】 

・会長及び副会長の選出について 

・川崎市における食品・水道水からの放射性物

質検出の問題への取組について 

・冊子「食生活と安全」について 

第３回 ２月９日（月） 

【議 題】 

・平成２７年度川崎市食品衛生監視指導計画

(案)について 

・冊子「食生活と安全」について 

 

  市長への申出 

   市長への申出はなかった 

 

 

 

 

 

 

２ 消費者行政の円滑な推進 

  庁内関係局との連携 

・川崎市消費者行政連絡調整会議   ２月 ３日（火）

・多重債務者関係連絡会[研修会」１０月２８日（火）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－
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Ⅶ 施策推進のための行政体制の充実 

平 成 ２７ 年 度 の 事 業 概 要 平 成 ２６ 年 度 の 実 績 
実 績

評 価

 

  関係行政機関及び団体との連携強化 

国及び他の地方公共団体等の連携を強化し、引

き続き情報交換などに努め円滑な消費者行政を推

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  権限の委任及び移譲に対する執行体制の整備 

地方分権の推進に伴い、国や県からの事務権限

の委任や委譲に対して、執行体制の整備を行い、

円滑な消費者行政を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  関係行政機関及び団体との連携強化  

消費者行政担当省庁、都道府県、政令指定都市

との情報交換会議に出席した。 

（主な会議） 

・消費者行政ブロック会議（関東ブロック） 

・大都市消費者行政担当部課長連絡会議 

・全国消費生活センター所長会議 

・都道府県等消費者行政担当課長会議 

・関東甲信越ブロック消費生活センター所長会議

・南関東ブロック商品テスト担当者会議 

・ＰＩＯ－ＮＥＴ運営連絡会議 

・多重債務問題懇談会 

 

  権限の委任及び移譲に対する執行体制の整備 

 国からの事務権限の事務権限の委任や委譲の調

査に対し、庁内で調整した。 
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